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旧
日
本
軍
の
陸
軍
軍
法
会
議
お
よ
び
海
軍
軍
法
会
議
は
、
明
治
憲
法
第
六
十
条
に
根
拠
す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

こ
の
両
軍
法
会
議
は
そ
れ
ぞ
れ
陸
軍
軍
法
会
議
法
、
海
軍
軍
法
会
議
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
特
別
裁
判
所
た
る

司
法
裁
判
所
で
あ
る
。

　

軍
法
会
議
の
裁
判
官
は
、
や
は
り
司
法
裁
判
所
で
あ
る
通
常
裁
判
所
の
裁
判
官
と
同
じ
く
、
そ
の
職
務
と
地
位

の
独
立
を
保
障
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
司
法
権
イ
コ
ー
ル
裁
判
権
の
行
使
に
お
い
て
、
法
律
以
外
の
他
の
干
渉

は
受
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
司
法
裁
判
所
も
し
く
は
司
法
権
の
独
立
と
い
う
。
両
軍
法
会
議
法
の
一
九
二
二

（
大
正
十
一
）
年
の
改
正
法
施
行
以
来
、
同
法
は
そ
の
旨
を
規
定
し
（
両
軍
法
会
議
法
第
三
十
七
・
四
十
六
条
ほ
か
）、
軍

法
会
議
が
司
法
機
関
た
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

時
代
は
下
っ
て
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
、
両
軍
法
会
議
法
に
は
二
二
年
以
降
初
の
根
本
的
改
正
が
加
え
ら
れ

る
。
法
務
セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
司
法
官
試
補
有
資
格
者
の
専
門
法
官
た
る
高
等
文
官
に
、
武
官
制
が
導
入
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
裁
判
官
の
変
更
な
ど
従
来
か
ら
の
統
帥
的
権
限
を
有
す
る
軍
法
会
議
長
官
、
す
な
わ
ち
個
別
の
軍
法
会

議
を
設
け
る
当
該
部
隊
の
最
高
指
揮
官
を
頂
点
と
す
る
統
帥
権
下
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
両
軍
法
会
議
法
中

の
司
法
権
独
立
の
関
係
条
項
は
審
判
へ
の
不
干
渉
を
記
す
第
四
十
六
条
以
外
、
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

軍
法
会
議
法
の
大
本
た
る
憲
法
第
六
十
条
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
軍
法
会
議
は
統
帥
機
関
へ
と
移
行
す
る
。
こ
の
移
行
は
、
軍
法
会
議
が
司
法
機
関
と
統
帥
機
関
と

い
う
二
面
性
を
素
地
と
し
て
も
つ
こ
と
を
は
っ
き
り
教
え
る
。
な
お
、
該
移
行
が
、
大
戦
に
な
る
こ
と
を
予
想
さ

せ
る
前
年
か
ら
の
太
平
洋
戦
争
へ
の
対
応
策
に
生
ず
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

太
平
洋
戦
争
は
、
独
立
を
保
障
さ
れ
て
い
た
司
法
権
の
行
使
を
も
統
帥
権
の
下
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
日

本
に
と
っ
て
、
近
代
法
発
達
史
上
、
前
近
代
へ
の
逆
行
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
熾
烈
な
戦
で
あ
っ
た
と
い
え
る
よ
う

だ
。
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